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Abstract

The leagal term for a part-time job of college students from abroad is ''activity other than that

permitted by the status of residence previously granted". According to AIEJ research in 2001, over

76% of international students studying in Japan at private expenses engage in a part-time job.

In this paper, I will mainly treat two big problems which some of those students may be

involved in. One is non-payment of wages by an unprincipled employer, the other is deduction of

income tax by both an innocent employer and a vicious employer. The former problem was caused

by lasting deflation, and was acceralated by an outbreak of BSE in summer 2001 in Japan. The

latter problem is typical for Chinese students because they are exempted from income tax under

the tax treaty between Japan and China.

I would also like to refer to the third problem, that is, a part-time job by students at the

Japanese Government scholarship. These students have enough amount of money to spend without

a part-time job.

1.序

岡山大学が2002年12月に留学生を対象に実施した調査によると、私費留学生全体のアル

バイト従事率は52. 2%であるが、中国人私費留学生では64.7%、中国人以外の私費留学生

では20.0%であり、中国人私費留学生とそれ以外の私費留学生のアルバイト従事率には大

きな違いがあることが分かった1)。したがって、資格外活動の問題は、中国人私費留学生

に対して最も大きな影響を及ぼす問題であると言えよう。

留学生の資格外活動、すなわち、アルバイトに関する項目の含まれる調査報告書や研究

論文の類は極めて多数存在するが、いずれも留学生の生活実態或いは留学生活満足度など

を総合的に調査した結果の一部分として取り扱われている。日本国際教育協会あるいは多

くの大学では、定期的に留学生の生活実態調査を実施している。こうした調査研究におい
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ては、概ね、アルバイト従事率、 1日当たり又は週当たりのアルバイト時間数、アルバイ

トの時給、月当たりのアルバイト収入、アルバイト職種といった点が調査研究の対象とさ

れる。これらの先行研究の中で、岡(1992, 1993)は資格外活動許可基準に照らして留学

生のアルバイトの合法性・違法性について論じ、資格外活動許可基準の改正を提言した点

で特異な論文である。

本稿では、留学生相談指導の現場で遭遇する資格外活動がらみの問題点に関して論じて

みたい。筆者が過去数年間に相談を受けた資格外活動関連の事例を整理してみると、次の

通りである。

(1)アルバイトの斡旋を求める相談

(2)アルバイト賃金不払いに関する相談

(3)アルバイト賃金からの所得税源泉徴収の相談

(4)国費留学生からのアルバイト許可を求める相談

(5)その他

本稿では、最も深刻で重要な問題であると判断される(2)の賃金不払いの問題及び(3)の所

得税徴収の問題に重点をおいて論じてみたい。また、岡山大学では国費留学生のアルバイ

ト是非の問題も発生したので、これについても言及する。

2.資格外活動にかかわる相談指導件数とその内訳の概要

岡山大学留学生相談室における、資格外活動にかかわる相談指導延べ件数は、メール等

によるものも含み、 2000年度12件、 2001年度38件、 2002年度66件と急増した。

2001年8月に国内初の狂牛病の発生が報道されたことにより、同年9月以降、焼肉店を

初めとする飲食業界が大きな打撃を被った。日本国際教育協会が実施した「私費外国人留

学生生活実態調査」の調査結果がアルバイトの職種は「飲食業」が最も多く、アルバイト

従事者の45.2%を占めると報告している通り2)、留学生のアルバイト先は概ね飲食店であ

ることから、狂牛病の発生は留学生のアルバイト需要を激減させた。この結果、店の都合

でアルバイトの時間数を減らされた、解雇された、どうしてもアルバイトが見つからない、

アルバイト先を紹介してほしい、といった相談件数が急増した。表1の「求職・その他」

欄の相談指導延べ件数の累計72件のうちのおよそ9割が職を求める相談であるが、来談者

は日本語が流暢ではないケースが多かった。 「求職・その他」欄の1割ほどは、アルバイト

契約時の保証人の問題1件を除けば、現状報告などの雑多な内容であった。

なお、岡山大学では、大学が受け付けたアルバイト求人情報については、日本人学生、

留学生の求人を問わず、全て大学生協の掲示板に掲示される。筆者が直接個人的に留学生

の求人依頼を受けることはほとんどないが、英会話を教えてほしいといった求人情報につ

いては、原則として、留学生センター掲示板の一角を占める「留学生のための情報交換

コーナー」に掲示する。筆者はアルバイト先の開拓や積極的な斡旋事業は行っていない。
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2002年度に入ると、こうした相談に加えてアルバイト賃金の不払いの相談、所得税源泉

徴収にかかわる相談が増加した。また、 2000年度末から2001年秋にかけて、国費留学生か

らアルバイトの許可を求める要求が続発した。これらの問題に関しては、次章以下で詳細

に検証する。

表1資格外活動にかかわる相談指導内容の内訳(年度別)

賃金不払い 所得税徴収 国費生許可 求職 . その他 合 計

2000年度 1 0 8 3 12

2001年度 0 3 3 32 38

2002年度 16 12 1 37 66

累 計 17 15 12 72 116

注1)数値は延べ件数で、メール等によるものを含む。
注2) 2001年度のアルバイトに関する相談指導件数は、岡(2002) p.110の表3及び岡

(2003) p.48の表3では合計36件となるが、ここではそのうちの2件を内容別に4件
と数えた。

3.アルバイト賃金不払いにかかわる問題

アルバイト賃金不払いにかかわる問題は2000年度に1件発生したが、これはリサーチア

シスタントの時間数の算出方法にかかわる問題で、相談に訪れた留学生の誤解から生じた

問題であった　2002年度に入ると、不況の深刻化を反映して、 4種類の貸金不払いの相談

が延べ16回あった。

(1)大学院生Aのケース(2002年9月～11月、来談回数8回)

飲食店で6月、 7月、 8月に各々70時間余りアルバイトをしたが、タイムカードを紛失

して計算ができないので賃金を支払えない、と言われた。 3か月分のアルバイト賃金とし

て25,000円もらっただけである。

岡山国際交流センターで開催の弁護士による「外国人のための無料法律相談」を受ける

ことを勧めた3)。そこでAは弁護士から岡山労働局-相談に行くように4),とのアドバイス

を受けた。岡山労働局の担当官によると、当該店主は過去にも賃金不払いの訴えのあった

人物であり、簡易裁判所-少額訴訟を起こしたほうがよい、とのこと。 A自身が少額訴訟

を起こすかどうか、決断できなかったため、学生相談室経由で法学部の教授のアドバイス

を受けさせた。結局、勉強が忙しいという理由でAは訴訟を断念し、泣き寝入りを選択した5)0

(2)学部学生Bのケース(2002年7月、来談回数4回)

5月から飲食店でアルバイトをしており、アルバイトの日時をノートに記録している。

7月に入ってやっと5月分の賃金を受け取ったが、総支給額が実労時間数より少ない時間

数で計算されている上に、所得税を20%天引きされた。

総支給額に関しては、ノートに記録したアルバイト時間の内訳を店主に示し、差額の支
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払いを要求すること。所得税に関しては、 「租税条約に関する届出書」 2通と「租税(所

得)協定」についての筆者のメモ書きを当該学生に持たせて店主と交渉させた。幸いなこ

とに, 3日後に5月分の支給額の差額と所得税天引き分の全額、さらに6月分の賃金全額

を支給された。

(3)学部学生Bのケース(2002年9月～10月、来談回数2回)

Bの再度のトラブル。飲食店のアルバイトをやめる直前2日間の賃金を支払ってもらえ

ない。たまたま、この両日は出勤したことを出勤表に記入し損なった。岡山労働局-相談

に行ったところ、当該2日間アルバイトをしたことを証明してくれる第3者がいなけれ

ば、少額訴訟を起こしても勝てないと言われた。

数千円のためにエネルギーと時間を費やして訴訟を起こすことは余り得策ではないが、

最終的には自分で決断するようにアドバイスした。 Bは訴訟をあきらめた様子であった。

なお、 (2X3)は同一飲食店である。

(4)学部学生Cのケース(2002年9月、来談回数2回)

指導担当教員を通しての相談で、飲食店でのおよそ半年分のアルバイト賃金のうち〇万

円が未払いとなっている。当該学生は当月中に帰国予定であるため、支払いを先送りでき

ない。当該留学生はすでに帰国した先輩留学生からアルバイトを引き継いだ。先輩留学生

も、さらにその先輩からアルバイトを引き継いだが、過去にはアルバイト賃金が支払われ

なかったことはない。

悪質な不払いではないと判断し、指導担当教員に店主と話し合ってみることを勧めた。

指導担当教員が店主と交渉したところ、 6日後に未払い賃金の全額を支払ってもらうこと

ができた。当該教員によると、不払いは店の資金繰りの悪化が原因で、店主の対応は誠実

であった、とのこと。

4.所得税の源泉徴収にかかわる問題

我が国は44か国と租税条約を締結しており、これらの国から来日する留学生は、海外か

らの送金のほかに、国によっては、奨学金、アルバイト収入などに対する所得税も免除さ

れる。詳細に関しては表2を参照されたい。

租税条約に関する説明は、小藤・依田(2002)が非常に分かりやすい。以下に引用する。

学校教育法第1条に規定する学校に在籍する留学生は、国によっては租税特別措置法の

特例として、海外からの送金のほかに、生計、教育、訓練のために受け取る給付、所得

(アルバイト等の収入)についても課税を免除されます。留学生の多い国との二国間の租

税条約の規定は以下のようになっています(2001年7月現在)

インドネシア　　　年間60万円まで　　　　　　　　　　　　　　　免税

韓国　　　　　　　年間2万米ドルまで　適用期間5年以内　　　免税
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タイ　　　　　　　5年を超えない期間につき　金額制限無し　　免税

中華人民共和国　　期間、金額制限無し　　　　　　　　　　　免税

免除を受けようとする場合は、 「租税条約に関する届出書」を給料の支払い日前日までに

事業者を通して、事業所を所轄する税務署に提出します(p.27)

したがって、我が国に在籍する留学生の6割を超える中国人留学生の場合、アルバイト

収入がどれだけ多くても所得税は免除される。ただし、租税条約は国家間の協定であり、

市民税や県民税などの地方税は免除の対象にはならない。また、就学生は租税条約の対象

外である。蛇足ながら、日中間の租税条約は1983年9月に締結され、その正式名称は「所

得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共

和国政府との間の協定」である。なお、 「租税条約に関する届出書」の書式については、本

論末尾に掲載の【資料1】を参照願いたい。

アルバイト収入に対する所得税の源泉徴収に関して、 2001年度には2名の留学生から計

3回、 2002年度には5名の留学生から計12回の相談があったが、これら7名はいずれも中

国人留学生であった。

(1)大学院生Dのケース(2001年5月、来談回数1回)

所得税を還付してもらえると聞いたが、それは事実か、という相談であった。当該学生

は3月までは就学生であったため、岡山大学入学後の所得についてのみ所得税が免除され

ることを伝え、租税条約に関する届出書を雇用主に提出するようにアドバイスした。

(2)大学院生Eのケース(2001年10月、来談回数2回)

6月から8月にかけて飲食店でアルバイトをしたが、 5%の所得税を徴収された。中国

人留学生は所得税が免除されると聞いたが、返してもらえるか。

租税条約に関する届出書を店主に提出し、店主から返金してもらえない場合は税務署を

通じて所得税相当分を還付してもらうようにアドバイスした。

(3)学部学生Bのケース(2002年7月、来談回数2回)

前節の(2)の学生のケースであり、すでに述べた通り、徴収された20%の所得税に関して

は、所得税免除についての筆者のメモ書きを店主に見せたところ、全額支払ってもらうこ

とができた。

(4)学部学生Fのケース(2002年9月、来談回数1回)

留学生指導担当教員を通じて相談があった。量販店でアルバイトをしているが、所得税

を徴収されている。どうすればよいか。

租税条約に関する届出書2通を事業主に提出するようにアドバイスした。

(5)学部学生Gのケース(2002年9月、来談回数1回)

このたび大手メーカーの岡山支店でアルバイトをすることになったが、アルバイト契約

の際に「租税条約に関する届出書」を提出するように言われた。何のことか分からない。
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表2　留学生に対する租税条約の適用内容一覧

相 手 国 名 内 容 役 務対価 (アルバ イ ト収入 な ど)

1 アイル ラン ド * 年間 60万 円 まで免 税

2 アメ リカ * 滞在 期間 5 年 以 内、年 間2,0 00米 ドル ま で免 税

3 イ ギ リス * ×

4 イ ス ラエル * ×

5 イ タ リア * ×

6 イ ン ド * ×

7 イ ン ドネ シア * 年間6 0万 円 まで免税

8 エ ジ プ ト * 一部 免税

9 オー ス トラ リア * ×

10 オー ス トリア 生 計、教 育 のた めに支払 わ れ る金額 は免税

l l オ ラ ンダ * ×

12 カナ ダ * ×

13 m n * 滞在期 間 5 年以 内 、年 間20,00 0米 ドル ま で免税

14 ザ ン ビア * 滞 在期 間 3 年以 内 、年 間1,000 米 ドル ま で免 税

15 シ ンガ ポール * ×

16 スイ ス * ×

17 ス ウェー デ ン * ×

18 スペ イ ン * ×

19 ス リ . ラ ンカ * 年 間36万 円ま で免税

20 タイ
生 計 、教育 の ため に受 け る海 外送 金 、交付 金等 は免 税

生 計 、教育 に必 要 な役務 所得 は 5 年 を超 えな い期 間につ き免 税

2 1 中華人 民共 和 国 生 計 、教育 の ため受 ける給与 又 は所得 は免 除

22 チ エ ツ コス ロバ キ ア * 年 間60万 円まで免 税

23 デ ンマー ク * ×

24 ドイ ツ * ×

25 トル コ * 滞在 期 間183 日以 内免 税

26 ニ ュー . ジー ラン ド * ×

27 ノール ウエー * ×

28 ハ ンガ リー * 年間 60万 円まで免 税

29 バ ング ラデ シ ュ 生計 、教 育 のた め に受 ける海外 送 金、 交付金 等 は免税

30 パ キ スタ ン * 年間 36万 円 まで免 税

3 1 フィ リピン * 滞在 期間 5 年 以 内、年 間 1,5 00 米 ドル まで免税

32 フ ィ ンラ ン ド * 年間2 ,000 米 ドル ま で免 税

33 フ ラ ンス * 奨 励 金等 につ き滞 在期 間 2 年以 内、免 税

34 ブ ラ ジル * 滞在期 間 3 年以 内 、年 間 1,0 00米 ドル ま で免税

35 ブル ガ リア * 滞 在期 間 5 年以 内 は免 税

36 ベ トナム * ×

37 ベル ギー * ×

38 ポー ラン ド * 滞 在期 間 5 年以 内 、年 間60万 円 まで免 税

3 9 マ レイ シア * 年 間36万 円 まで免税

4 0 南 アフ リカ * ×

4 1 メキ シ コ * ×

4 2 ル クセ ンプル グ * ×

43 ノレーマ ニ ア * 年 間60万 円まで免 税

44 ロシ ア連 邦 * ×

注1 )三好(2000) pp.399-400の表4に基づいて作成した。
注2)内容欄の*印は「生計、教育又は訓練のための海外送金分は免税」とするOECDモデル条約によ

るもの、役務対価欄の×印は該当する免税条項がないものを指す0
注3)ただし、アルメニア共和国、ウクライナ共和国、ウズベキスタン共和国、キルギスタン共和国、

グルジア共和国.タジキスタン共和国、トルクメニスタン共和国、ベラルーシ共和国及びモルドヴァ
共和国については、ロシア連邦との租税条約が適用される。チェッコ共和国及びスロバキア共和国
については、チェッコスロバキア共和国との租税条約が適用される。 (三好(2000)pp.391-392による)
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租税条約に関する届出書を2通手渡して、所得税の免除手続きについて説明した。

(6)学部学生Hのケース(2002年10月～11月、来談回数7回)

岡山大学入学以前に専門学校に在留資格「留学」で在籍していた。当時住んでいた某市

の市役所から地方税(市民税・県民税)納付の督促状が送付されてきたが、納付額が高く

て支払えない。当時、アルバイト料から所得税を源泉徴収されていたが、留学生は所得税

が免除されると聞いた。

当時の在留資格は「留学」であったが、専門学校は学校教育法第1条に該当する教育機関

ではないため、所得税の免除の対象にはならない。したがって、所得税の還付を受けて、

その金を地方税の支払いに充てることは不可能である。当年は前年と比較して格段に収入

が小さく、地方税を満額支払うことが困難である旨を申し出て、減額措置を求めてはどう

かと勧めた。結局、当該学生は4期分割払いで納付することを納得した。

(7)大学院生Iのケース(2002年11月、来談回数1回)

4月以降ある学校で非常勤講師をしており、その賃金から所得税を引かれていたが、最

近初めて租税条約に関する届出書の存在を知った。どうすればよいか0

学校側に届出書を提出して、すでに徴収された所得税に関しては、学校から直接返金し

てもらうか、或いは税務署を通じて還付してもらうように指導した。

5.アルバイト賃金不払い及び中国人留学生に対する所得税徴収への全学的対応

貸金不払いにかかわる相談及び所得税徴収にかかわる相談は、概ね中国人留学生に限定

されることが相談事例から分かった　2002年9月25日、筆者はこの2つの問題の再発を防

止するため、留学生課の専門員と協議した結果、次のような対策を講じることで合意した。

(1)留学生課は、 2002年10月より、窓口で中国人留学生に資格外活動許可書を渡す際に、

「租税条約に関する届出書」 2通を併せて手渡し、雇用主に提出するように指導する。

(2)留学生課は、各部局の留学生用掲示板、留学生課掲示板、留学生会館掲示板に、 2つ

の問題に対する注意を促す掲示をする。

(3)筆者は、新入生のオリエンテーションにおいて、 2つの問題に対する注意を促す。

なお、掲示用ポスターは筆者が作成し、留学生課を通じて2002年9月26日に全学に掲示

の手配を行った。当該掲示用ポスターについては、本論末尾に掲載の【資料2】を参照願

いたい。

6.国費留学生の資格外活動許可にかかわる問題と全学的対応

国費留学生は十分な奨学金を支給されていることから、岡山大学では一貫してアルバイ

トをせずに勉学に専念するように、と指導してきた1998年10月に申請取次制度が導入さ

れたのちは留学生課が許可申請を受け付ける窓口となったが、引き続き国費留学生に対し

ては申請を受け付けない方針で臨んできた。
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(1)大学院生Jのケース(2001年1月～3月、来談回数5回)6)

本人からカルチャーセンターで語学の講師のアルバイトを是非やりたい、また指導教員

からも社会勉強を兼ねて是非アルバイトをさせてほしい、との強い要望があった。留学生

課に確認したところ、国費留学生の資格外活動の申請取次は一切行わない、例外はない、

との回答であった。

(2)学部学生K・ Lのケース(2001年2月、来談回数l回)

2名の学部学生から家庭教師派遣センター-登録して家庭教師のアルバイトをやりたい

との相談があったが、 (1)のケースの例を示し、国費留学生は許可申請ができない旨を伝え

m

(3)大学院生Mのケース(2001年3月、来談回数1回)

アルバイトをしたいとの相談があったが、国費留学生は許可申請ができない旨を伝え

m

(4)学部学生Nのケース(2001年10月、来談回数2回)

留学生課で資格外活動許可の申請を断られ、どうしてもアルバイトをしたければ入管-

行って自分で手続きするように言われた。しかし、入管では大学の発行した副中書が必要

であると言われ、再び留学生課-行き、副中書の発行を依頼したが断られた。

岡山大学は国費留学生の資格外活動を許可しない方針である旨を説明した。

(5)学部学生0のケース(2001年10月、来談回数1回)

指導教員を通じての相談で、 (4)のケース同様に、入管で副中書が必要であると言われた

が、留学生課は副中書の発行をしてくれない。なぜ国費留学生にはアルバイトを許可しな

いのか。

国費留学生の資格外活動を一律に禁止することには問題がある上に、 2001年1月以降の

10か月間に6名の国費留学生からアルバイトをしたいという要望があったため、留学生課

に対して国費留学生の資格外活動禁止の方針を見直すように進言することを約束した。

2001年10月19日、筆者は留学生課長と協議した結果、指導教員の許可を前提として国費

留学生の資格外活動を許可することで合意した。国費留学生の資格外活動を禁止する方針

を変更できた決め手は、同年9月11日に岡山大学で開催された留学生担当職員研修会で配

付の入国管理局関係資料の中にあった。すなわち、 「留学生に対する資格外活動許可に係る

取扱いの変更について」と題する法務省入国管理局入国在留課の文書に次の下りがあっ

m

「留学生のアルバイトについては、これを通じて留学生が我が国の社会や人々に直接触

れ、相互理解を促進することができるという観点から、また、経済的にもゆとりをもてる

ようにという配慮から、従来から一定の範囲で認めてきたところです。」

上の文面から、日本社会との交流、相互理解を希望する国費留学生の資格外活動を全面

的に禁止することが不適切であることは明白である。
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従来、入管は、資格外活動許可の申請に訪れた留学生に対して、来日直後の3か月はア

ルバイトを控えるように指導していたが、 1998年6月の許可基準変更に伴い、そうした指

導を行わないことにした。また、 2000年4月には、従来は資格外活動が禁止されていた在

留資格「家族滞在」の者についても、週28時間以内のアルバイトが解禁された経緯もあ

り7)、留学生課内部にも資格外活動に関する入管の政策が緩和に傾いているという認識が

多少なりともあったものと推測される。

7.結　び
アルバイト料から所得税を源泉徴収されているとの苦情が中国人留学生から寄せられる

原因は、留学生が資格外活動許可証を取得する段階で、 「租税条約に関する届出書」を手渡

した上での免税指導が行われていないためである。所得税の免除は税務署の管轄事項であ

り、入管(法務省)には直接かかわりのない業務であるため、この件に関しては入管窓口

での指導は期待できず、大学が対応する以外に方法がない。しかしながら、申請取次制度

により大学の窓口で資格外活動許可証を手渡す際に、中国人留学生などに対して「租税条

約に関する届出書」を渡し、免税指導を行っている大学はほとんどない　2003年度初頭現

在、留学生センターの設置されている国立大学54校の中で8)、免税指導を行っている大学

は、福井大学と岡山大学の2校のみであり、 「その都度」指導している東京医科歯科大学を

含めてもわずか3校に過ぎない9)。また、電気通信大学、金沢大学、高知大学、鹿児島大

学の4校は、免税指導を「検討中」である10)

資格外活動にかかわる相談で最も多いのは,アルバイトが見つからない、アルバイト先

を紹介してほしい、といった類のものであるO　この種類の相談は、数年前まではほぼ中国

人留学生に限られていたが、 2001年度以降は、南アジア諸国、中東諸国,アフリカ出身の

私費留学生からも同様の相談を受けるようになったO　また、アルバイトが見つからないた

め、生活が困窮していると訴える留学生も目につくようになった。私費留学生の増加と長

引く不況のせいであろう。

こうした状況の下、資格外活動に関する諸問題を整理分析し、資格外活動に対する理解

を深めることによって、相談指導現場における来談者-の対応が多少なりとも改善される

ことを望んでやまない。

注

1)坂野・岡・光元(2003)ォ

2)国際人流編集局(2002) p.18による。

3) 2002年度の場合、 5月から翌年2月にかけての毎月第3土曜日(ただし、 7月は第4

土曜日)の午前10時から午後12時20分まで開催された。相談日の2日後が第3土曜日で

あったため、当該学生に相談に訪れることを勧めた。
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4)岡山労働局では、平日の午前9時30分から午後4時まで「外国人労働者相談コーナー

を開設しており、留学生のアルバイトをめぐるトラブルの相談にも応じている。

5) Aは翌2003年8月末に同一案件の相談で再びやって来た。少額訴訟を起こす決心をし

た,とのこと。賃金債権の時効は1年であるため、至急訴訟手続きをするようにアドバ

イスをし、 1年前のAとの面談記録のコピーを手渡し、証拠書類として裁判所に提出す

るように伝えた。 A自身が記録をとっておらず、 1年前の記憶が暖味になっていたため

である。なお、同年11月上旬にAから勝訴の判決が下ったとの連絡があった。

6)この章では便宜的に、大学院生と同額の奨学金を支給される日本語研修生を大学院生

に含め、学部学生と同額の奨学金を支給される日韓共同理工系学部予備教育生を学部学

生に含める。

7)ただし、一律かつ包括的に許可される留学生とは異なり、家族滞在者に対しては個別

に許可されるため、アルバイト先が確定し具体的な労働条件が決定したのち、許可申請

を行う必要がある。

8)留学生日本語教育センターが設置されている東京外国語大学と大阪外国語大学の2校

i-.・'?」サ・、

9) 「平成15年度全国国立大学留学生センター長及び留学生課長合同会議　承合事項集計

表」 N0.5による。

10)同上による。
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【資料1】　注記:オリジナルはA4版サイズ

旧　5サ
FORM

・、・、・・・・蝣T^　や:†ォ*,く一.

租税条約に関する届出書
APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION

:Ait:am -tefcaa j. btu n也ens脱会己ZEGELMS血:到ii問Gj
Kiirasiiiaaa:コ

Relief from Japanese Income Tax on Remuinerations. Gran【s, etc..
Received by Professors. Students, or Business Apprentices

この届出tの妃我に当たっては.書面の江JE事項を書冊してください.
See instructions °n the reverse side.

現耕管長JCt
To the District Director of
i am**けるtB艮■杓l:W

AppliCable Income T4x Corlvcntion
臼事四と

Tォx Office

The Income Tax nvention between

わ　EliB頭rijqEE支i.'/vt.-iti-na^n-i im ≠

加tails of Recipient of Remuneration, etc.

&3S弘田【　　　　　　　　　　　丸

I F。r雪fficial㌔ォ。n即
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F u l l n a m e

E] 本 EE 内 L: お け Z - 住 所 又 は 居 所

D o m i c il e o r r e s i d e n c e i n J a p a n

<ォ B サ 号 T e le p h o rt * N u m b e r )

入 EE 的 の 住 所

D o m i c it e b e f o r e e n t r y in t o J a p a n

( t l占暮 号 T e le p h o n e N u m b e r )

(年 齢 A g t) (可 I f N a t iO m li t y ) < 入 包 年 月 日 D a te o f E n t r y ) ( 在 留 期 間 A u th O r u e d P e r io d o f S t a y ) ( 在 留 努 格 S ta t u s o f R e s id e n c e )

蒜 官 t : ま 由 完 等 鮎 毒 付 会 恥 つ き 鮎 書 と し て n

C ou n t r y w h e r e th e r e c i p ie n t is t a x a b le a s r e s id e n t o n
R e m u n e r a t i o n , e t c - m e n t io tl e d in i b e lo w a n d t h e

p l a c e w h e r e h e is t o p a y t a x
t ] 本 B lK M い て 熱 雷 若 し く は 研 究
を 行 い 又 は 在 学 し 若 し く は 柑 t.
受 け る 学 校 、 事 典 所 事
S c h o o l o r p l a c e o f b u s S n 甲 LTt
J a p a n w h e r e t h e R e c i p ie n t
l e a c h e s , s t u d ie s o r is t r a i n e d

名 称
N a m e

W ft ォ

A d d r e s s

( t 伝 書 号 T ete p h o n e N u m b e r )

3　3in :酉lit:ォL&*i*<it*mjifZ*.1むら
Details of Payer of Remuneration, etc.

氏 宅 又
Fullnam

土 名 称

住所 (居所) 又は本店 s *
D om icilelresEdencだー0 r P
(m ain office)

る事務所) の所在租

cc of he一d office
(I ,芸事号T el叩hune N um ber)

日本EEl内の世久的放牧又は民定
的JJR o 珠光
Perm anent establishm ent or
fixed base in JapanO m (Y es) , D 無 (N o)

ir y M ".tx Dtain:

名 ▼称
N am e

(事Jtの内容 D etails of Business)

ォ a m

A ddress

(t 伝書号 T elephone N ttm btr)

一浩3.ゥ3tfc
ls。fRemun悪霊舎監recriv慧T,こmthePayert。whichthき監慧:Dn慧忘fttf;
i。ned弓n1abovei謂cable所 持 の 檀 類

K ind ofIn conte

契 n m 問

P eri od ofC ontract

報酬 .交付金等の支払期L]

Du e D ate (or P aym ent

報酬 -交付金等の支払方法 館A- -史付会Ⅰの会巾尽t'n a -年B .- P ,分

M ethod of Paym ent of A m ount of Rem unerations,etc.
R em unerations,etc . (per m onth,year).

稀粥 .交付金書の支払を受ける者の* 楕及びlQ供する役務の内容

S【一lus o fR ecip ien tof R em m era tion.etc..and th e
D escriptiorーo fServices rendered

岩　田jA Emx&tmmEFEE有本的EEはSE欄EHはU五mimu思ti圧児igia*Sォサ.lH矧jサ^ilH:'ltJ--l Im眠B. □
Other Remunerati叫etc., paid by Persons other than 3 sbove (or Personal Services, etc.. performed in Japan (Note 6 )
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【資料1】　続き(裏面)

5　その他暮雪となるべき事項(注7) :
Others (Note7 )

&Jl、この鳥出■の　I, Cl己nL'一蝣ォォ蝣交付**ォ< rlj k-サl/
EjI洞ms屈MJ VJ>f I..H it* TiTyW-T-T*ロほmtmコEEfcE
に伴う所持現法.法人税法及tf地方税法の特例等L:開Tる法律の施行に
思fgnjW/IM JWI元E3H箪ElロロuI廿^93匹瑠i EIM.AJmEH
i項E23H完tォ」>Iォ33 1日KXfi

年　　　　月　　　　L]
Date

ォォ蝣更ォ*・の支払tLtけも寺のtも
Signature of the Recipient of Remuneration, etc,

SMM2項

In accordance wit:h the provisions of the Ministerial Ordinance for
the lmplementation of the Law concerning the SpeCiaI Measures ol

the income Tax Law, the Corpora【ion Tax Law and thォLocal Tax
Law for the Enforcement of Income Tax Conventions,I hereby

submit this applil;ation form under the belief that the provisions of

the income Tax Convention mentioned ln I above is叩plicable to
Kermineration.etc,, mentioned in 4 above and also hereby decl3re

that the above statement is correct and complete to the best of my
know一edge and belief.
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Submission of the FORM
1 This form is t° be used by the Recipient of the fo一lowing

incomes iヮclaiming the relief from Japanese Income Tax under
the provisions of the Income Tax Convention.
(1) Remun把ration derived by a professo.` or Teacher who makes

a temporary visit to Japan for the purpose cf leaching or
conducting research st an accredited unliversity, college, etc.

(2) Gift fn°m abroad for the purpose of maintenance, education.

study, r斡arch or training. the grant or award, or income frotr
personal services performed in Japan and which is received or

derived by, (a) Student, (b) Business 3pprentice詛　or (c)
Re蝣ctpitnt of Grant, etc., from the governmental, religious, and *

the like bodies. *

*　Student, Business Apprentice or R∝ipient of Grant, etc.

above inc一ude such a person who makes a temporary visit to

Japan as a participant in a pr。・gram spo-tB。red by the

Government oりapan or other governmental institution.

2　This form mugit be prepared separately for each Payer of
Remuneratioli. Grant, etc.

3　This forlu mu虫fc*.submitted in duplicate to the P3ytr o[
Remuner▲tion, Grant, etc., who has to file the origiilal With the

District Dir∝tOr °f Tax Office for the place where the Payてr
resides, by the day before the payment of Remuneration, etc.. is
made. The same procedures must be fol一owed l'hen there is any

change in the statements on this form.
4　The app一icant must attach the following documents

m Jl1 case of Student: a certificate issued by the university, etc.
where he is registered as a student.

(2) In case of Business Appr印tice: a cとn ficate issued by ihf

training institution, etc.. l・here he takes training.

(3) In case of Recipient of Grant: a certificate issued by the
institution from uI'hich he receiヽr'fs the Rrant.etc.

Completion of the FORM
S Applicab一e blocks must be checked.

6　Columnamustbefilled out in the sameway astolt1

7　Enter into columnfi the delails °f cundititlns prescribed in the
relevant provisions of the Convention.

If necessary, the applicant may be requested to furnish further
information in order to decide lwhether relief under lhe Cnnveniiりll

should be granted or not.
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【資料2】

中国人留学生のみなさん( Chinese Students Only )

井&vNmm&

アルバイトについて

ズデfTr

l・アルバイトは「入管」の許可が必要です.留学生課で頓格外活動許可申請書」を受け

取り.記入して留学生課へ提出します.

/AT柑MftV MttHL. ifiimSi&'ki,押野--ガ! 」V放#;;与・V,クけ'-ftpan∫J, b打TM

交努g糊.

21留学生課で頓格外活動許可証」及びr租税条約に関する届出書」 2郡を受け取ります。

紺脚荻野r&##励if可逆/ R犀扮rxデ紺茶Zl&j中が井ノ。

3. 「届出書」に記入して、アルバイトを始める前に2郡とも雇用主に提出します。

lJt瑚写肋坤-ly伏子爵押.'蝣m&JiMU井! rtoF#tfT Ti:w&S&.どi'<.

注意:

(1) 1983年に日中両国政府が調印したr担税【所得】協定」に基づき,中国人相学生は

アルバイトをしても所得税を免除されます.しかし、一般に雇用主はこの協定について

知らないため. 「届出昏」を提出しない場合.所得税を徴収されることがあります.

顔形1983卒中B席桝im F超がiffiWI W&J, PMff草生方I放免彪鮒符

ォ. fl.!&. -ぜ?,#机.i?&rイ蝣Mdiu-w!nz&y炉ft. PIjH:血'UftVJK [ipJMSIで-u /&・

政彦会か捗臓.

(2)不景気のため,アルバイト料を支払わない雇用主もいます.岡山県には毎月1回弁

環士によるr外国人のための無料法律相談」制度があります.岡山労働局(国家挽関: r入

管」と同じ建物)も「外国人労働者相談コーナー」を設置しています.万一の場合は利用

しましょう。詳細は留学生相談室へお尋ねください。

m *t〝:*&&声不二打H. fi-itift.碧it'J- li一生ヱ甘. 〝Lb.!!-m &J]-ftilirW.'i&」'> rrt WU

AMJS肋tmJtNim/j.付iljSVjM (WMUS : iS hl ftV iM-.*h-;M.%) ftKl //

rsHv.A *m&ftiz/JJ tMfr&'P?.汁//'#?.-?-. &平.ギ3i?S-. ffPJfim -NiWitM.

3=棚fiw, i斉がu学生槻材-Tt野。
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